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一
　
連
結
す
る
歴
史
物
語

　
文
学
史
上
の
歴
史
物
語
の
本
質
や
範
囲
は
、必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
私
見
で
は
、

歴
史
物
語
に
共
通
す
る
性
質
と
し
て
、
基
層
に
皇
位
継
承
史
構
想
を
内
在
さ
せ
る
こ
と
、

外
周
に
枠
物
語
形
式
が
顕
在
化
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
得
る
が（

１
）、

こ
れ
に
基
づ
い

て
、『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』『
今
鏡
』『
水
鏡
』『
秋
津
島
物
語
』『
六
代
勝
事
記
』『
五
代
帝
王
物

語
』『
増
鏡
』『
梅
松
論
』『
保
暦
間
記
』『
神
明
鏡
』
を
純
正
歴
史
物
語
と
し
、
江
戸
時
代
成
立

の
『
月
の
ゆ
く
へ
』『
池
の
藻
屑
』
を
擬
古
的
歴
史
物
語
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
唐
鏡
』『
源
威
集
』『
愚
管
抄
』『
神
皇
正
統
記
』
な
ど
を
隣
接
作
品
、
疑
似
的
歴
史
物
語
と

し
て
周
辺
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う（

２
）。

　
一
方
、
一
九
二
〇
年
代
以
来
、
百
年
近
く
、『
栄
花
物
語
』
と
四
鏡
を
中
心
と
す
る
八

作
品
を
正
統
な
歴
史
物
語
と
見
な
す
見
解
が
通
用
し
て
い
る（

３
）。『
栄
花
』『
大
鏡
』『
今
鏡
』

『
水
鏡
』『
増
鏡
』
に
新
発
見
の
『
秋
津
島
物
語
』
と
後
出
の
『
池
の
藻
屑
』『
月
の
ゆ
く
へ
』

を
加
え
た
八
作
品
を
特
立
さ
せ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

『
秋
津
島
物
語
』
―
『
水
鏡
』
―
『
大
鏡
』
―
（『
栄
花
』
―
）『
今
鏡
』
―
『
月
の
ゆ
く

へ
』
―
『
増
鏡
』
―
『
池
の
藻
屑
』
と
連
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
神
代
か
ら
後
陽
成
朝
ま
で

の
日
本
通
史
が
完
成
す
る
事
実
に
依
拠
す
る
統
括
方
法
で
あ
る
。
作
品
の
形
状
か
ら
は

神
代
の
み
の
叙
述
と
は
断
定
で
き
な
い
『
秋
津
島
物
語
』
や（

４
）、

成
立
し
た
時
代
相
に
伴
っ

て
異
質
性
の
顕
著
な
『
池
の
藻
屑
』
と
『
月
の
ゆ
く
へ
』
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

正
統
視
さ
れ
る
の
は
、
偏
に
こ
の
連
続
性
に
基
づ
く（

５
）。

　
各
作
品
が
対
象
化
す
る
歴
史
（
期
間
）
が
連
続
す
る
「
仮
名
文
の
歴
史
叙
述
」
と
し

て
は
統
括
で
き
る
が
、
同
時
に
各
作
品
の
個
性
に
は
異
質
性
が
認
め
ら
れ
る
点
か
ら
、「
歴

史
物
語
」
を
「
ジ
ャ
ン
ル
の
呼
称
で
は
な
く
、作
品
を
越
え
て
連
環
体
を
な
す
歴
史
編
述
」

と
捉
え
る
立
場
も
あ
る（

６
）。

　
以
上
の
よ
う
に
、
各
作
品
の
歴
史
叙
述
期
間
の
連
続
性
が
「
歴
史
物
語
」
と
い
う
作
品

群
認
識
の
根
拠
と
な
り
、
一
貫
し
た
日
本
全
史
を
完
成
さ
せ
る
一
点
に
よ
っ
て
、
今
日
ま

で
八
作
品
が
歴
史
物
語
の
中
心
を
占
め
続
け
て
き
た
と
見
な
し
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う（

７
）。

　
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
享
受
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
の
一
つ
に
、『
増
鏡
』
の

序
文
に
展
開
さ
れ
る
歴
史
物
語
史
総
括
記
事
が
あ
る
。

い
さ
。
た
ゞ
お
ろ
〳
〵
見
及
び
し
物
ど
も
は
、
水
鏡
と
い
ふ
に
や
。
神
武
天
皇
の

散
佚
歴
史
物
語
『
弥
世
継
』
の
研
究

福
　
田
　
景
　
道

要
旨
　『
増
鏡
』
に
お
い
て
、『
弥
世
継
』
は
、『
栄
花
物
語
』
と
四
鏡
を
中
心
と
す
る
正
統
歴
史
物
語
の
系
列
を
成
り
立
た
せ
る
作
品
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実

体
は
そ
れ
と
は
異
な
り
、
王
朝
的
「
世
継
三
作
」（『
栄
花
』『
大
鏡
』『
今
鏡
』）
の
類
縁
作
品
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
の
『
弥
世
継
』
理
解
は
、『
増
鏡
』
に
よ
っ

て
再
編
成
さ
れ
た
一
直
線
状
（
直
列
型
）
の
歴
史
物
語
系
列
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
近
世
に
は
二
様
の
享
受
方
法
が
確
認
で
き
る
。
歴
史
物
語
系
列
の
完
備
を
目
的
と

す
る
外
観
的
享
受
と
平
易
な
日
本
通
史
の
習
得
を
目
的
と
す
る
内
実
的
享
受
で
あ
る
。
前
者
は
「
十
語
五
草
」
に
象
徴
さ
れ
、
標
題
の
み
の
『
弥
世
継
』
を
生
み
出
し
た
可

能
性
が
あ
る
。
後
者
は
荒
木
田
麗
女
に
よ
る
歴
史
物
語
『
月
の
ゆ
く
へ
』
創
作
を
促
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、『
弥
世
継
』
理
解
の
変
転
は
歴
史
物
語
全
史
の
展
開

に
関
与
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
　
弥
世
継
、
増
鏡
、
歴
史
物
語
、
歴
史
叙
述
、
世
継
、
鏡
物
、
散
佚
】

112

（
一
）
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（
二
）

御
代
よ
り
、
い
と
あ
ら
ゝ
か
に
し
る
せ
り
。
か
の
次
に
は
、
大
鏡
、
文
徳
の
い
に
し

へ
よ
り
、
後
一
条
の
御
門
ま
で
侍
り
し
に
や
。
又
世
継
と
か
、
四
十
帖
の
草
子
に
て
、

延
喜
よ
り
堀
川
の
先
帝
ま
で
は
す
こ
し
細
や
か
な
め
る
。
又
な
に
が
し
の
大
臣
の
書

き
給
へ
る
と
聞
き
侍
し
今
鏡
に
、
後
一
条
よ
り
高
倉
の
院
ま
で
あ
り
し
な
め
り
。
ま

こ
と
や
、
い
や
世
継
は
、
隆
信
朝
臣
の
、
後
鳥
羽
院
の
位
の
御
ほ
ど
ま
で
を
し
る
し

た
る
と
ぞ
見
え
侍
り
し
。
そ
の
後
の
事
な
ん
、
い
と
お
ぼ
つ
か
な
く
な
り
に
け
り（

８
）。

（
二
四
九
頁
）

　
こ
の
簡
明
に
し
て
達
意
な
列
挙
記
事
と
近
代
の
歴
史
物
語
把
握
と
は
符
合
す
る
の
で
あ

る
。
現
行
の
文
学
史
の
記
述
は
、『
増
鏡
』
に
極
め
て
近
似
す
る（

９
）。

　
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
散
佚
『
弥
世
継
』
で
あ
る
。『
増
鏡
』
時
代
に
伝
存
し
て
現

在
失
わ
れ
て
い
る
唯
一
の
作
品
で
あ
る
。『
増
鏡
』
に
よ
っ
て
、
藤
原
隆
信
が
著
作
し
た

後
鳥
羽
帝
の
在
位
時
代
ま
で
の
歴
史
叙
述
『
弥
世
継
』
が
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

判
明
す
る
。
も
し
も
散
佚
し
て
い
な
け
れ
ば
、『
栄
花
物
語
』
や
四
鏡
と
並
ぶ
第
六
の
正

統
歴
史
物
語
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、『
水
鏡
』
―
『
大
鏡
』
―
『
今
鏡
』
―
『
弥
世
継
』

―
『
増
鏡
』
と
連
結
し
て
完
全
な
通
史
を
成
り
立
た
せ
て
「
五
鏡
」
を
形
成
さ
せ
て
い
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
散
佚
に
よ
っ
て
図
ら
ず
も
生
じ
た
通
史
の
空
白
部
分
を
補
塡
す
る
た
め
に
『
月
の

ゆ
く
へ
』
著
作
が
敢
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、『
弥
世
継
』
が
果
た
し
た
役
割
、
存
在
感
の

大
き
さ
が
う
か
が
え
る

）
10
（

。
な
お
、『
池
の
藻
屑
』
は
『
増
鏡
』
以
降
の
時
代
を
対
象
と
し
、

通
史
を
延
長
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
代
を
扱
う
『
続
増
鏡
』『
弥
増
鏡
』
が
先

に
存
在
し
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
お
り

）
11
（

、
そ
の
場
合
は
、『
池
の
藻
屑
』
も
『
月

の
ゆ
く
へ
』
と
同
様
に
通
史
の
欠
落
を
近
世
に
補
っ
た
も
の
と
も
言
え
る
。

　
す
な
わ
ち
、
近
世
以
前
に
は
鏡
物
相
当
作
品
が
さ
ら
に
一
〜
三
作
存
在
し
て
い
て
、
間

断
の
な
い
通
史
の
系
列
が
完
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
仮
説
が
成
り
立
つ
。
そ
の
な
か
で
、

『
弥
世
継
』
は
、
そ
の
対
象
時
代
か
ら
見
て
、
作
品
系
脈
の
中
枢
に
位
置
す
る
重
要
作
品

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
散
佚
が
通
史
の
連
続
的
享
受
を
瓦
解
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
二
　『
弥
世
継
』
の
歴
史
叙
述

　『
増
鏡
』
の
序
文
か
ら
知
ら
れ
る
『
弥
世
継
』
の
内
実
は
、
作
者
が
藤
原
隆
信
で
あ
る

こ
と
以
外
に
は
、「
後
鳥
羽
院
の
位
の
御
ほ
ど
ま
で
を
し
る
し
た
る
」
と
歴
史
叙
述
の
最

後
尾
が
後
鳥
羽
帝
在
位
期
間
で
あ
る
と
す
る
部
分
の
み
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
根
拠
に
し
て
、『
増
鏡
』
の
歴
史
世
界
は
後
鳥
羽
朝
を
始
点
と
し
て
展
開
す

る
。
後
鳥
羽
朝
の
次
の
時
代
か
ら
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
『
今
鏡
』
の
方
針

を
忠
実
に
踏
襲
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。『
今
鏡
』
は
、
後
一
条
帝
在
位
の
万
寿
二
年

（
一
〇
二
五
）
ま
で
を
収
め
る
『
大
鏡
』
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、「
か
の
後
一
条
の
帝
、
世

を
保
た
せ
給
ふ
事
二
十
年
お
は
し
ま
し
し
か
ば
、
万
寿
二
年
の
後
、
い
ま
十
か
へ
り
の
春

秋
は
残
り
侍
ら
む

）
12
（

」（
三
三
頁
）
と
明
示
し
た
後
に
、
出
自
・
誕
生
・
立
坊
・
即
位
・
治
世

な
ど
後
一
条
帝
時
代
全
体
を
叙
述
の
対
象
に
含
め
る
。『
大
鏡
』
の
最
終
時
点
と
重
複
し

つ
つ
『
今
鏡
』
の
歴
史
叙
述
は
起
動
す
る
。
こ
れ
に
倣
っ
て
、『
増
鏡
』
も
後
鳥
羽
院
の

一
代
記
（「
帝
紀
」）
を
劈
頭
に
掲
げ
る
の
で
あ
る
。『
大
鏡
』
と
『
今
鏡
』
が
後
一
条
朝

を
重
複
さ
せ
る
の
と
同
様
に
、『
弥
世
継
』
と
『
増
鏡
』
と
に
後
鳥
羽
朝
が
重
出
す
る
と

い
う
相
似
的
構
図
が
認
め
ら
れ
る
。『
弥
世
継
』
が
正
統
歴
史
物
語
で
あ
る
限
り
は
、『
増

鏡
』
と
の
接
続
は
こ
の
よ
う
に
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
す
る
と
、『
弥
世
継
』
の
歴
史
叙
述
の
始
発
点
は
、
高
倉
帝
の
治
世
と
見
な
す
の

が
至
当
で
あ
る
。『
増
鏡
』
序
文
に
記
載
は
な
い
け
れ
ど
も
、
各
作
品
の
連
続
性
を
重
視

す
る
こ
と
を
前
提
に
『
今
鏡
』
と
『
増
鏡
』
の
間
に
生
じ
る
空
白
期
間
を
『
弥
世
継
』
が

満
た
し
て
い
る
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
加
納
重
文
は
、
歴
史
物
語
各
作
品
の

継
承
性
を
重
視
し
た
上
で
、『
弥
世
継
』の
収
録
範
囲
を
「
高
倉
帝
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）

〜
後
鳥
羽
帝
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）」
と
推
断
す
る

）
13
（

。
同
様
の
見
方
は
少
な
く
な
い

）
14
（

。

和
田
英
松
も
「
安
徳
天
皇
よ
り
、
後
鳥
羽
天
皇
に
至
る
仮
名
文
の
歴
史
な
り
。
今
鏡
の
あ

と
を
つ
い
で
書
き
た
る
も
の
な
れ
ば
、
続
世
継
の
続
篇
と
い
ふ
意
な
る
べ
し

）
15
（

」
と
、
高
倉

朝
の
次
の
安
徳
朝
か
ら
の
歴
史
物
語
と
判
定
す
る
。
高
倉
朝
の
重
複
を
想
定
し
な
い
点
に

小
異
が
あ
る
が
、『
今
鏡
』
と
『
増
鏡
』
の
間
隙
を
埋
め
る
作
品
と
い
う
理
解
は
通
例
に

一
致
す
る
。

　
こ
う
し
て
散
佚
『
弥
世
継
』
を
は
め
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、『
水
鏡
』（
ま
た
は
『
秋
津

島
物
語
』）
か
ら
『
増
鏡
』
ま
で
の
完
全
な
通
史
的
歴
史
叙
述
が
、
中
世
に
は
成
立
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
明
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
現
在
の
一
般
的
理

解
と
し
て
敢
え
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
に
一
点

の
不
自
然
さ
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
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（
三
）

　
不
自
然
さ
と
は
、『
弥
世
継
』
だ
け
が
異
様
に
短
い
期
間
を
対
象
と
す
る
点
で
あ
る
。

加
納
説
に
従
っ
て
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
〜
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
の
叙
述
と
す
る

と
僅
か
十
四
年
、
和
田
説
の
安
徳
朝
か
ら
後
鳥
羽
朝
に
よ
っ
て
も
二
十
年
に
満
た
な
い
。

仮
に
高
倉
帝
の
踐
祚
時
点
（
仁
安
三
年
〈
一
一
六
八
〉）
か
ら
後
鳥
羽
帝
譲
位
（
建
久
九

年
〈
一
一
九
八
〉）
ま
で
と
最
大
限
に
見
積
も
っ
て
も
約
三
十
年
間
に
し
か
な
ら
な
い
。

極
端
に
短
い
期
間
を
扱
う
例
外
的
な
歴
史
物
語
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
の
鏡
物

系
歴
史
物
語
が
百
年
以
上
を
対
象
と
し
、
そ
れ
に
相
応
し
い
超
人
的
な
語
り
手
を
造
型
す

る
の
に
相
反
し
て
、『
弥
世
継
』
の
語
り
手
に
超
越
的
な
長
寿
も
神
秘
的
な
記
憶
力
も
必

要
な
い
。
こ
の
点
か
ら
は
、
四
鏡
と
同
類
の
作
品
と
は
言
い
得
ず
、
歴
史
物
語
の
範
疇
に

も
入
れ
難
い
の
で
あ
る
。

　『
弥
世
継
』
が
正
統
な
歴
史
物
語
で
あ
る
た
め
に
は
、
や
は
り
非
現
実
的
な
寿
命
を
も

つ
霊
妙
な
語
り
手
が
、
常
人
に
は
不
可
能
な
長
期
間
を
物
語
る
と
い
う
設
定
が
不
可
欠
な

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
「
後
鳥
羽
院
の
位
の
御
ほ
ど
ま
で
を
し
る
し
た

る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
最
終
時
点
は
動
か
し
難
く
、
始
発
時
点
の
み
を
再
考
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、『
弥
世
継
』
の
歴
史
叙
述
は
高
倉
帝
時
代
の
は
る
か
以
前
か

ら
始
ま
り
、
か
な
り
の
期
間
が
『
今
鏡
』
と
重
複
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。『
増
鏡
』
の
記
述
に
お
い
て
、『
弥
世
継
』
は
後
鳥
羽
院
起
筆
の
必
然
性
を

提
供
す
る
点
が
最
重
要
で
あ
っ
て
、
現
存
鏡
物
系
列
の
間
隙
を
過
不
足
な
く
補
塡
す
る
こ

と
の
重
要
度
は
高
く
は
な
か
っ
た
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
。

　『
増
鏡
』
に
『
弥
世
継
』
の
起
点
が
示
さ
れ
な
い
不
自
然
さ
も
こ
の
推
測
を
支
持
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
の
す
べ
て
の
作
品
（『
水
鏡
』『
大
鏡
』『
栄
花
物
語
』『
今
鏡
』）
に
お

い
て
歴
史
の
始
点
と
終
点
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、『
弥
世
継
』
に
つ
い
て
だ
け
始
点

へ
の
言
及
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、『
増
鏡
』
序
文
に
お
い
て
『
栄
花
物
語
』
の
対
象
期
間
が
他
の
作
品
の
そ
れ
と

は
重
複
し
て
い
る
点
も
軽
視
で
き
な
い
。
た
し
か
に
『
水
鏡
』・『
大
鏡
』・『
今
鏡
』・『
増

鏡
』
に
重
複
期
間
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ず
、
一
連
の
歴
史
叙
述
が
確
立
し
て
い
る
と
見

な
し
得
る
が
、『
栄
花
物
語
』（「
世
継
」）
四
十
巻
の
対
象
期
間
は
『
大
鏡
』・『
今
鏡
』
と

完
全
に
重
複
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、『
増
鏡
』
序
文
に
基
づ
い
て
、
図
１
の
よ
う
な
一
直
線
状
（
直
列
型
）
の

歴
史
物
語
系
列
が
あ
る
も
の
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
程

度
に
、
図
２
の
よ
う
な
平
行
線
状
（
並
列
型
）
の
系
列
存
在
の
可
能
性
も
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
両
者
の
優
劣
は
決
し
難
い
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、通
常
は
一
直
線
状
に
し
か
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、『
増
鏡
』

当
該
箇
所
が
後
鳥
羽
院
起
筆
の
根
拠
を
提
示
す
る
た
め
に
あ
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
一
直

線
状
の
歴
史
物
語
系
列
が
後
鳥
羽
院
在
位
時
で
杜
絶
し
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
て
、
そ
の

不
完
全
さ
を
解
消
す
る
た
め
に
後
鳥
羽
院
以
降
に
叙
述
を
延
長
す
る
の
が
『
増
鏡
』
で
あ

る
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
尊
重
す
る
な
ら
、『
増
鏡
』
の
後
鳥
羽
院
起
筆
は
、
歴

史
物
語
史
完
成
を
大
義
と
し
て
必
然
性
を
帯
す
る
。
一
方
、『
栄
花
物
語
』
や
『
弥
世
継
』

の
対
象
期
間
が
『
大
鏡
』
や
『
今
鏡
』
と
重
複
す
る
平
行
系
列
を
認
め
る
な
ら
、『
増
鏡
』

図１　『増鏡』に基づく系列１図２　『増鏡』に基づく系列２
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（
四
）

起
筆
時
点
の
必
然
性
は
霧
消
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、『
増
鏡
』
の
歴
史
構
想
に
着
目
す
る
と
、
さ
ら
に
蓋
然
性
を
増

す
。
作
品
と
し
て
の
『
増
鏡
』
の
完
成
度
の
高
さ
は
、
隠
岐
配
流
と
い
う
共
通
体
験
を
も

つ
後
鳥
羽
院
と
後
醍
醐
帝
を
首
尾
に
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
主
題
に
つ
い
て
は
説
が
分
か
れ
る
が
、
後
鳥
羽
と
後
醍
醐
の
境
遇
や
人
格
を
同

一
視
す
る
こ
と
に
依
拠
し
て
一
作
品
と
し
て
の
統
一
性
が
保
持
で
き
て
い
る
と
言
え
る
か

ら
で
あ
る

）
16
（

。
統
一
性
の
た
め
に
も
後
鳥
羽
院
起
筆
は
有
効
な
の
で
あ
る
。
も
し
も
『
弥
世

継
』
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、『
増
鏡
』
は
『
今
鏡
』
に
直
続
せ
ざ
る
を
得
ず
、
始
点
は
高

倉
院
に
な
り
、
首
尾
の
照
応
は
失
わ
れ
る
に
違
い
な
い
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、『
増
鏡
』
序
文
に
掲
出
さ
れ
る
歴
史
物
語
列
挙
記
事
そ
の
も
の
に
作

為
性
が
見
い
だ
せ
る
。『
栄
花
物
語
』
と
鏡
物
が
一
括
さ
れ
て
、
そ
の
後
継
者
に
『
増
鏡
』

が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
に
も
同
類
と
見
な
せ
る
作
品
が
数
点
現
存
し

て
お
り
、
そ
れ
ら
を
視
界
に
入
れ
る
と
、
ま
っ
た
く
別
様
の
歴
史
物
語
系
列
が
現
出
す
る

か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
、『
今
鏡
』
で
対
象
と
さ
れ
た
年
代
を
受
け
継
ぐ
歴
史
物
語
と
し
て
、『
六
代
勝
事

記
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
高
倉
帝
か
ら
後
堀
河
帝
ま
で
の
六
代
の
歴
史
叙
述
を
形
象
し
て
い

る
の
で
、『
増
鏡
』
に
先
行
し
て
『
今
鏡
』
の
続
編
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
さ
ら
に
後
堀
河
帝
か
ら
亀
山
帝
に
至
る
五
代
を
扱
う
『
五
代
帝
王
物
語
』
が
明
ら

か
に
『
六
代
勝
事
記
』
を
直
接
継
承
す
る
。
こ
の
よ
う
に
『
増
鏡
』
成
立
の
前
に
、『
今
鏡
』

―
『
六
代
勝
事
記
』
―
『
五
代
帝
王
物
語
』
と
い
う
連
鎖
関
係
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ

る
）
17
（

。『
六
代
』『
五
代
』
と
も
に
五
十
年
余
り
の
短
い
歴
史
叙
述
で
あ
る
が
、『
今
鏡
』
と
『
増

鏡
』
の
間
隙
を
埋
め
る
の
み
の
作
品
と
想
定
し
た
場
合
の
『
弥
世
継
』
よ
り
も
は
る
か
に

長
い
。
高
倉
朝
の
記
事
が
『
今
鏡
』と
『
六
代
』に
重
出
し
、後
堀
河
朝
が
『
六
代
』と
『
五

代
』
に
併
存
す
る
点
は
、『
大
鏡
』
と
『
今
鏡
』
と
の
接
続
方
式
に
等
し
く
、
正
統
な
継

承
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。『
今
鏡
』を
受
け
継
ぐ
歴
史
叙
述
の
系
列
は
『
増

鏡
』
以
前
に
存
在
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
た
、『
増
鏡
』と
の
先
後
が
決
し
難
い
歴
史
叙
述
に
『
梅
松
論
』『
保
暦
間
記
』『
神
明
鏡
』

な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
先
行
し
て
成
立
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
一
直
線
状
の
歴
史
叙

述
の
認
定
が
さ
ら
に
困
難
に
な
る
。『
秋
津
島
物
語
』
に
は
『
水
鏡
』
以
下
と
重
複
し
て

い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で

）
18
（

、
こ
こ
に
も
並
行
系
列
が
成
り
立
ち
得
る
。

　
し
た
が
っ
て
、『
増
鏡
』
の
主
張
に
反
し
て
、
図
３
の
よ
う
な
分
散
型
の
歴
史
物
語
系

列
の
存
在
が
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
『
愚
管
抄
』『
神
皇
正
統
記
』
の
よ
う
な
史

論
書
や
軍
記
文
学
に
含
ま
れ
る
歴
史
叙
述
部
分
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
関
連
作
品
と

し
て
『
唐
鏡
』『
無
名
草
子
』『
宝
物
集
』な
ど
を
周
辺
に
配
置
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
が
現
実
に
近
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　『
増
鏡
』
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
物
語
諸
作
品
の
多
彩
な
分
布
を
遮
蔽
し
て
、『
栄
花
物

語
』と
四
鏡
の
み
を
選
択
し
て
単
純
な
一
直
線
状
に
系
列
化
し
た
の
で
あ
る
（
図
１
）。『
大

鏡
』
に
発
す
る
鏡
物
の
流
れ
を
独
占
的
に
受
け
継
ぎ
、『
栄
花
物
語
』
に
代
表
さ
れ
る
王

朝
の
伝
統
を
正
式
に
継
受
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
作
為
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
同
時
に
作
品
と
し
て
の
統
一
性
を
保
持
す
る
た
め
に
後
鳥
羽
院
起
筆
が
不
可
欠
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
『
今
鏡
』
の
直
後
に
『
弥
世
継
』
を
介
在
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
と
推
断
で
き
る

）
19
（

。
そ
の
結
果
、
後
鳥
羽
院
と
後
醍
醐
帝
に
よ
っ
て
王
朝
社
会
や
王
朝
国

家
が
再
生
さ
れ
、
王
朝
時
代
に
復
古
す
る
壮
大
な
物
語
が
形
成
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
伴
っ
て
、『
栄
花
物
語
』と
四
鏡
を
中
心
と
す
る
歴
史
物
語
観
が
導
き
出
さ
れ
、散
佚
『
弥

世
継
』
も
そ
れ
に
寄
与
し
、
今
日
ま
で
継
続
す
る
通
識
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
大
過
な
い 図３　『増鏡』に拠らない歴史物系列
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で
あ
ろ
う
。

　
　
　
三
　「
世
継
」
と
し
て
の
『
弥
世
継
』

　
次
に
、『
弥
世
継
』
の
書
名
が
問
題
に
な
る
。
な
ぜ
「
○
○
鏡
」
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
が
「
世
継
（
物
語
）」
と
別
称
さ
れ
、『
今
鏡
』

の
別
名
が
「
続
世
継
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
命
名
を
踏
襲
し
た

と
は
言
え
る
。「
い
や
」
は
「
い
や
ま
し
（
弥
増
）」
の
意
で
、「
弥
世
継
」
は
「
続
世
継
」

の
続
編
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
密
接
な
関
係
が
予
想
さ
れ
る
『
増

鏡
』
に
は
「
○
○
世
継
」
と
呼
ば
れ
た
痕
跡
が
見
い
だ
し
難
く
、「
鏡
」
と
「
世
継
」、
鏡

物
と
世
継
の
物
語
と
は
同
義
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、『
弥
世
継
』
が
「
世

継
」
で
あ
る
点
に
注
目
す
る
。

　
歴
史
物
語
全
作
品
中
、明
確
に
「
世
継
」の
呼
称
を
も
つ
の
は
、『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』『
今

鏡
』
の
先
行
三
作
品
で
あ
る
。『
増
鏡
』
や
『
本
朝
書
籍
目
録
』
で
は
『
栄
花
物
語
』
は
『
世

継
』
と
呼
ば
れ
る
。『
栄
花
物
語
』
の
最
善
本
と
さ
れ
る
「
梅
沢
本
」
十
七
帖
の
後
半
七

帖
に
は
「
世
継
」と
い
う
題
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。『
讃
岐
典
侍
日
記
』『
袋
草
紙
』『
袖
中
抄
』

な
ど
に
は
、『
栄
花
物
語
』
が
「
世
継
」
と
呼
ば
れ
た
と
見
て
矛
盾
し
な
い
記
述
が
あ
る
。

大
宅
世
継
が
語
る
『
大
鏡
』
は
間
違
い
な
く
「
世
継
（
の
）
物
語
」
で
あ
る
。「
世
継
」「
世

継
物
語
」
と
題
さ
れ
る
写
本
も
確
認
で
き
る
。『
栄
花
物
語
』
と
『
大
鏡
』
は
と
も
に
「
世

継
」「
世
継
物
語
」
で
あ
り
、そ
の
両
者
の
続
編
と
し
て
成
立
し
た
の
が
『
今
鏡
』
で
あ
る
。

　『
今
鏡
』
の
現
存
写
本
の
過
半
数
が
「
続し

よ
く
よ
つ
ぎ

世
継
」
の
標
題
を
も
ち

）
20
（

、
最
も
原
形
に
近
い

と
見
ら
れ
る
畠
山
本
の
内
題
に
は
「
新
世
継
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
続
世
継
物
語
」「
続

与
継
」
と
い
う
書
名
が
与
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。『
今
鏡
』
は
か
つ
て
は
「
鏡
」
で
あ

る
よ
り
も
「
世
継
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』『
今
鏡
』
の
三
作
品
は
「
世
継
」
性
を
強
く
も
ち
、

「
世
継
（
物
語
）」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
、『
水
鏡
』
に
は
「
世
継
」

を
含
む
別
称
は
見
ら
れ
な
い
。『
唐
鏡
』『
秋
津
島
物
語
』『
六
代
勝
事
記
』『
保
暦
間
記
』
な

ど
が
「
世
継
」
と
呼
ば
れ
た
形
跡
は
な
い
。『
五
代
帝
王
物
語
』
の
冒
頭
に
は
「
神
代
よ

り
代
々
の
君
の
目
出
き
御
事
ど
も
は
、
国
史
・
世
継
・
家
々
の
記
に
委
く
見
え
て

）
21
（

」
と
「
世

継
」
と
の
関
連
性
が
示
さ
れ
る
が
、『
五
代
帝
王
物
語
』
そ
の
も
の
を
「
世
継
」
と
同
一

視
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
正
史
（「
国
史
」）・「
家
々
の
記
」（「
日
記
」）
と
同
列
に
「
世

継
」
を
位
置
づ
け
て
自
著
と
の
異
質
性
を
明
確
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
歴
史
物
語
の
中
で
『
栄
花
物
語
』・『
大
鏡
』・『
今
鏡
』
だ
け
が
特
に
「
世
継
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

）
22
（

。

　
別
稿
に
論
じ
た
が
、
こ
の
三
作
品
（「
世
継
三
作
」
と
仮
称
す
る
）
と
そ
の
他
の
歴
史

物
語
的
作
品
と
の
間
に
は
い
く
つ
か
の
相
違
点
が
指
摘
で
き
る

）
23
（

。
た
と
え
ば
、
世
継
三
作

が
長
編
で
叙
述
が
詳
細
な
の
に
対
し
て
、
他
の
作
品
は
短
く
、
簡
略
・
平
易
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。『
増
鏡
』
の
序
文
に
『
栄
花
物
語
』
が
「
細
や
か
」
と
、『
水
鏡
』
が
「
あ
ら

ら
か
」
と
形
容
さ
れ
て
い
た
の
も
こ
れ
と
照
応
す
る
。
文
体
も
、
王
朝
的
な
和
文
体
を
基

本
と
す
る
三
作
と
、漢
文
訓
読
体
的
な
傾
向
の
他
作
品
と
に
二
分
で
き
る
。
成
立
時
期
も
、

世
継
三
作
が
明
ら
か
に
先
行
し
て
い
る
。
先
行
三
作
の
語
り
手
が
血
縁
を
も
つ
も
の
と
造

型
さ
れ
、
相
互
に
補
完
・
類
縁
性
を
顕
現
す
る
の
に
対
し
て
、『
水
鏡
』
以
下
の
後
続
作

品
に
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た

）
24
（

。
中
世
に
な
り
、
歴
史
物
語

の
読
者
層
が
拡
大
し
、
読
書
の
目
的
も
変
化
し
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
点
も
考
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が

）
25
（

、
歴
史
物
語
に
類
す
る
作
品
は
、「
世
継
」
と
非
「
世
継
」
と
に
大
別

で
き
る
の
で
あ
る
。

　『
弥
世
継
』
は
、
書
名
か
ら
見
る
と
世
継
三
作
に
近
く
、
大
宅
世
継
の
系
統
に
属
す
る

神
秘
的
な
語
り
手
が
設
定
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
第
四
の
世
継
で
あ
る
こ
と
は
動

か
し
難
い
が
、
一
方
、
二
巻
と
い
う
巻
数
の
少
な
さ
か
ら
は
中
世
以
降
の
短
編
の
歴
史
叙

述
に
近
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
見
て
、『
弥
世
継
』
は
正
統
世
継

物
語
か
ら
中
世
の
新
歴
史
物
語
へ
の
推
移
に
関
わ
っ
て
、
歴
史
物
語
史
展
開
の
要
因
を
知

る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
作
品
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
古
代
と

中
世
の
分
岐
点
、
新
旧
の
歴
史
物
語
の
境
界
に
立
つ
点
は
看
過
で
き
な
い
。

　『
増
鏡
』
で
は
、『
弥
世
継
』
の
作
者
が
藤
原
隆
信
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
父
藤
原
為
経

（
寂
超
）
が
『
今
鏡
』
の
作
者
と
し
て
有
力
視
さ
れ
て
い
る
の
で
軽
視
で
き
な
い
が

）
26
（

、
作

品
本
体
が
散
佚
し
て
い
る
の
で
確
証
を
得
る
こ
と
は
難
し
い

）
27
（

。
隆
信
の
作
で
あ
る
こ
と
を

前
提
に
『
弥
世
継
』
を
考
察
す
る
こ
と
は
本
稿
で
は
差
し
控
え
た
い
。
た
だ
し
、
仮
に
隆

信
の
著
作
と
す
れ
ば
、
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
に
六
十
四
歳
で
没
し
て
い
る
の
で
、『
今

鏡
』
の
後
、『
水
鏡
』
と
同
時
期
の
成
立
と
見
な
す
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

先
行
「
世
継
」
の
最
後
尾
、中
世
歴
史
物
語
の
直
前
に
位
置
す
る
と
見
な
し
て
齟
齬
は
な
い
。
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（
六
）

　
　
　
四
　
近
世
の
『
弥
世
継
』

　
中
世
に
お
い
て
は
、『
増
鏡
』
と
『
本
朝
書
籍
目
録
』
の
み
に
よ
っ
て
存
在
が
知
ら
れ

る
散
佚
『
弥
世
継
』
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
そ
の
名
が
し
ば
し
ば
見
い
だ
せ

る
よ
う
に
な
る
。

　
ま
ず
、
黒
川
道
祐
（
元
禄
四
年
〈
一
六
九
一
〉
没
）
の
『
遠
碧
軒
記
』（
延
宝
三
年

〈
一
六
七
五
〉
の
序
あ
り
）
下
之
二
「
典
籍
」
の
部
に
あ
る
歴
史
物
語
諸
作
品
を
概
括
す

る
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。

○
水
鏡
〔
割
註
〕
神
武
、
仁
明
。」　
大
鏡
〔
割
註
〕
自
二

文
徳
一

至
二

後
一
条
一

、
号
二

世
継
一

。
作
者
藤
原
為
業
、
法
名
寂
念
。」　

又
世
継
〔
割
註
〕
自
二

延
喜
一

至
二

堀
川
一

。
作
者
赤
染
衛
門
。」　
又
世
継
四
十
帖
と

云
は
栄
花
物
語
な
り
。

今
鏡
〔
割
註
〕
自
二

後
一
条
一

至
二

高
倉
一

。
作
者
某
大
臣
、如
何
、続
世
継
と
も
云
ふ
。」

　
弥
世
継
〔
割
註
〕
自
二

後
鳥
羽
一

至
二

後
醍
醐
院
一

。
後
成
恩
寺
兼
良
公
男
妙
華
寺

冬
良
作
。）

28
（

」

　『
水
鏡
』・『
大
鏡
』（「
号
世
継
」）・『
世
継
』（「
栄
花
物
語
」）・『
今
鏡
』（「
続
世
継
」）
と

い
う
歴
史
物
語
四
作
品
と
そ
の
別
称
が
列
挙
さ
れ
、
最
後
に
『
弥
世
継
』
の
名
が
明
記
さ

れ
て
い
る
。「
弥
世
継
」
部
分
の
割
注
に
は
、
後
鳥
羽
院
か
ら
後
醍
醐
帝
ま
で
を
対
象
と

す
る
こ
と
、
一
条
兼
良
の
息
男
冬
良
が
作
者
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
て
、
異
彩
を

放
つ
。
作
品
列
挙
と
割
注
の
歴
史
叙
述
対
象
期
間
の
部
分
は
、『
増
鏡
』
序
文
の
記
述
に

追
随
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
く
、『
大
鏡
』
や
『
栄
花
物
語
』
な
ど
の
作
者
記
事
は
、『
本

朝
書
籍
目
録
』
や
『
日
本
紀
私
抄
』
な
ど
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
で
珍
し
く
は
な
い
。

一
方
、『
弥
世
継
』
の
割
注
に
あ
る
対
象
期
間
と
作
者
記
事
は
異
例
で
あ
る
が
、「
自
後
鳥

羽
至
後
醍
醐
院
」
は
『
増
鏡
』
の
対
象
期
間
に
ほ
か
な
ら
ず
、
一
条
冬
良
は
、『
続
本
朝

通
鑑
』『
東
見
記
』『
安
斎
随
筆
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
古
く
か
ら
の
『
増
鏡
』
作
者
の
候
補
で

あ
る
。

　
つ
ま
り
、『
遠
碧
軒
記
』
の
「
弥
世
継
」
に
付
さ
れ
た
割
注
は
『
増
鏡
』
の
も
の
の
竄

入
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
単
に
「
増
鏡
」
を
「
弥
世
継
」
と
誤
記
し
た
か
、「
弥
世
継
」

の
直
後
に
脱
文
が
あ
る
と
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が

）
29
（

、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
弥
世
継
」
が

『
増
鏡
』
の
別
称
で
あ
っ
た
可
能
性
も
絶
無
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
多
田
義
俊
（
寛
延
三
年
〈
一
七
五
〇
〉
没
）
の
『
秋
斎
間
語
』（
宝
暦
三
年
〈
一
七
五
三
〉

刊
）
に
も
『
弥
世
継
』
が
記
さ
れ
る
。
嫁
入
り
の
必
携
品
に
相
応
し
い
十
五
の
物
語
・
随

筆
・
記
録
が
「
十
語
五
草
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
中
に
「
弥
世
継
」
が
含
ま
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
十
語
」
に
は
、

竹
取
物
語
　
う
つ
ほ
物
語
　
世
つ
ぎ
物
語
　
い
や
世
つ
き
物
語
　
續
世
つ
き
物
語
大

鏡
共
云

　
ま
す
鏡
　
榮
花
物
語
　
狭
衣
　
水
鏡
　
伊
勢
物
語

已
上
を
十
語
と
云

）
30
（

。

と
、
歴
史
物
語
六
作
品
が
含
ま
れ
る
。「
続
世
継
」
を
『
大
鏡
』
の
別
名
と
誤
る
な
ど
本

文
の
信
頼
性
に
欠
け
る
面
が
あ
る
が
、「
い
や
世
つ
き
物
語
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は

注
目
に
値
す
る
。
十
語
五
草
は
嫁
入
り
の
際
に
持
参
し
、「
飾
り
棚
」
に
設
置
す
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
ら
し
い
の
で

）
31
（

、『
秋
斎
間
語
』
刊
行
の
十
八
世
紀
半
ば
ま
で
は
『
弥
世
継
』

が
存
在
し
て
い
た
証
拠
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
『
栄
花
物
語
』

や
四
鏡
と
比
肩
す
る
ほ
ど
に
『
弥
世
継
』
が
嫁
入
り
本
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
い
た
と
す
れ

ば
、
あ
る
程
度
の
写
本
が
生
成
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。『
弥
世
継
』
を
欠
く
場
合
、
歴
史

物
語
の
連
続
性
が
遮
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
嫁
入
り
の
瑕
疵
に
も
な
り
か
ね
な
い
か
ら

で
あ
る
。

　
し
か
し
、『
秋
斎
間
語
』
刊
行
後
ま
も
な
く
『
弥
世
継
』
は
散
佚
し
て
い
た
と
考
え
ざ

る
を
得
な
い
徴
証
が
あ
る
。
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）、
荒
木
田
麗
女
に
よ
っ
て
、『
今
鏡
』

と
『
増
鏡
』
の
間
隙
の
欠
落
を
埋
め
る
た
め
に
『
月
の
ゆ
く
へ
』
が
執
筆
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
作
品
内
の
序
に
は
、

い
や
世
継
と
い
ふ
な
る
書
の
あ
り
と
聞
き
侍
れ
ば
、
見
ま
ほ
し
く
て
、
年
頃
も
と
め

わ
た
り
ぬ
れ
ど
、
世
に
あ
ま
た
も
な
き
に
や
、
今
に
え
見
侍
ら
ず
（
七
頁

）
32
（

）

い
や
世
継
の
草
紙
の
、
見
ま
く
ほ
し
さ
の
せ
む
方
な
き
儘
に
（
八
頁
）

と
『
弥
世
継
』
の
亡
失
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
作
品
執
筆
の
動
機
で
あ
る
の
で
、

信
頼
度
の
高
い
文
言
と
見
な
せ
る
で
あ
ろ
う
。
巻
頭
に
配
さ
れ
た
野
村
東と

う

皐こ
う

に
よ
る
序
文

に
も
『
弥
世
継
』
散
佚
が
暗
示
さ
れ
て
い
る

）
33
（

。
こ
の
事
実
こ
そ
が
『
月
の
ゆ
く
へ
』
著
作

の
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
作
品
は
嫁
入
り
本
の
完
備
の
た
め
で
は

な
く
、
王
朝
の
鏡
物
の
連
続
と
持
続
を
目
指
し
て
著
作
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

）
34
（

。『
秋

斎
間
語
』
な
ど
の
方
向
性
と
は
整
合
し
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、『
秋
斎
間
語
』
刊
行
時
（
一
七
五
三
年
）
に
『
弥
世
継
』
は
本
当
に
実
在
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（
七
）

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
生
ま
れ
の
文
献
渉
猟
家
荒
木
田
麗
女

が
遂
に
捜
し
当
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
か
ら
は
、
も
っ
と
早
く
か
ら
散
佚
し
て

い
た
と
も
想
像
さ
れ
る
。
黒
川
道
祐
や
多
田
義
俊
が
実
際
に
『
弥
世
継
』
を
見
て
い
た
と

は
限
ら
な
い
。『
増
鏡
』
の
序
文
な
ど
の
先
行
諸
書
に
よ
る
だ
け
で
、
右
の
一
節
を
記
す

こ
と
は
難
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　『
遠
碧
軒
記
』
や
『
秋
斎
間
語
』
に
見
ら
れ
る
『
弥
世
継
』
は
、
歴
史
物
語
の
連
続
を

完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
で
あ
っ
た
。『
増
鏡
』に
よ
っ

て
再
編
成
さ
れ
た
一
直
線
状
（
直
列
型
）
の
歴
史
物
語
系
列
を
保
持
す
る
の
に
寄
与
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
表
面
的
な
継
続
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を

得
ず
、
実
態
と
し
て
の
『
弥
世
継
』
の
存
在
に
関
心
が
も
た
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

江
戸
時
代
の
『
弥
世
継
』
の
残
存
に
疑
義
が
生
じ
る
こ
と
を
禁
じ
得
な
い
。
一
方
、
世
継

系
歴
史
物
語
の
系
譜
と
仮
名
文
に
よ
る
日
本
通
史
の
持
続
を
実
質
的
に
企
図
す
る
動
き
も

た
し
か
に
あ
っ
た
。
荒
木
田
麗
女
の
『
月
の
ゆ
く
へ
』
な
ど
の
創
作
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

王
朝
歴
史
物
語
の
再
現
だ
け
で
な
く
、
内
容
上
の
通
史
の
完
成
、
史
書
の
編
纂
が
志
向
さ

れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
段
階
で
『
弥
世
継
』
の
存
在
が
確
認
で
き
て
い
な
い
こ

と
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
十
八
世
紀
中
葉
に
は
『
弥
世
継
』
は
散
佚
し
て
い
た
と
い
う
推

定
が
導
き
出
さ
れ
る
。

　
　
　
五
　
現
存
す
る
「
弥
世
継
」

　
と
こ
ろ
が
、「
弥
世
継
」
の
表
題
を
も
つ
写
本
が
現
存
す
る
。
飛
騨
高
山
ま
ち
の
博
物

館
〈
旧
高
山
郷
土
館
〉
所
蔵
の
三
巻
本
『
増
鏡
』
で
あ
る
（
以
下
、「
高
山
本
『
増
鏡
』」

と
略
称
）。
実
体
は
『
増
鏡
』で
あ
る
が
、三
冊
の
表
紙
に
そ
れ
ぞ
れ
「
い
や
よ
つ
き 

始
」「
弥

世
継 

中
」「
彌
世
繼 

終
」
と
題
名
が
直
接
書
か
れ
て
い
る）

35
（

（
図
４
）。
な
ぜ
『
増
鏡
』
に

「
弥
世
継
」
と
い
う
標
題
が
付
け
ら
れ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
。
田
中
大
秀
（
安
永
六
年

〈
一
七
七
七
〉
〜
弘
化
四
年
〈
一
八
四
七
〉）
の
旧
蔵
本
で
あ
る
が
、
題
名
が
書
か
れ
た

時
期
は
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
弥
世
継
」
と
呼
ば
れ
る
書
物
が
存
在
す
る

こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い

）
36
（

。

　
こ
の
「
弥
世
継
」
が
『
弥
世
継
』
で
な
い
こ
と
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た

）
37
（

。
し
か
し

な
が
ら
、こ
れ
は
、『
遠
碧
軒
記
』
の
表
現
に
合
致
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

書
名
は
『
弥
世
継
』
で
内
容
は
『
増
鏡
』
で
あ
る
こ
の
文
献
を
そ
の
ま
ま
に
紹
介
す
る
と
、

『
遠
碧
軒
記
』
の
よ
う
な
形
に
し
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
弥
世
継
」
と
題
さ
れ
る
『
増
鏡
』
の
存
在
は
、「
弥
世
継
」
が
『
増
鏡
』
の
別

称
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
成
立
時
期
の
大
き
な
隔
た
り
か
ら
、
世
継
三
作

と
『
増
鏡
』
と
の
間
に
は
性
格
上
の
相
違
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
外
形
・
内
実

と
も
に
近
接
す
る
側
面
が
存
す
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
簡
明
で
漢
文
訓
読
文
体
を
基

本
と
す
る
中
世
歴
史
物
語
の
時
代
に
あ
っ
て
、
例
外
的
に
王
朝
時
代
へ
の
復
古
を
志
向
し

て
王
朝
的
仮
名
文
体
で
詳
細
な
歴
史
叙
述
を
展
開
す
る
『
増
鏡
』
は
、
最
も
世
継
三
作
に

近
い
作
品
で
あ
っ
た
と
見
な
し
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、『
増
鏡
』
を
四
番
目
の
「
世
継
（
物
語
）」
と
認
定
し
て
、「
続
々

世
継
」
の
意
で
「
弥
世
継
」
と
呼
称
す
る
享
受
者
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
仮
説
も
成
り

立
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
嫁
入
り
本
と
し
て
十
語
五
草
の
外
観
上
の
完
備
を
主
目
的
と

し
て
『
弥
世
継
』
を
探
索
す
る
場
合
、「
弥
世
継
」
を
表
題
と
す
る
『
増
鏡
』
が
図
ら
ず

も
要
を
な
し
た
可
能
性
も
皆
無
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
江
戸
時
代
に
存
在
し
て
い
た
『
弥

世
継
』
に
は
、
飛
騨
高
山
に
現
存
す
る
『
増
鏡
』
の
一
本
の
よ
う
に
表
紙
の
み
の
『
弥
世

継
』
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
近
世
に
お
け
る
『
弥
世
継
』
の
伝

存
は
、
さ
ら
に
疑
わ
し
く
な
る
。

　
こ
の
高
山
本
『
増
鏡
』
か
ら
は
、
注
目
す
べ
き
点
が
も
う
一
点
見
い
だ
せ
る
。
第
一
冊

の
表
紙
裏
の
貼
紙
に
見
ら
れ
る
一
頁
分
相
当
の
記
述
で
あ
る
（
図
５
）。

水
鏡
は
神
武
よ
り 

大
鏡 

文
徳
よ
り
一
条
ま
て 

又
世
継 

と
か
四
十
帖
栄
花
物

語
ナ
リ

延
喜
よ
り
堀
川
先
帝
ま
て 

今
鏡  

後
一
条
よ
り

高
倉
ま
て  

い
や
世
継  

後
鳥
羽
院

帝
位
ま
て

と
、『
増
鏡
』
の
序
文
と
ほ
ぼ
同
文
が
あ
り
、「
世
継
」（
歴
史
物
語
）
の
系
列
が
再
確
認
さ

れ
、
重
視
さ
れ
て
い
る
。
次
行
の

後高
倉

　皇
子
鳥
羽
院  
諱
尊
成 

御
母
七
条
院
殖
子
左
大
臣
信
隆
女

も
『
増
鏡
』
第
一
巻
「
お
ど
ろ
の
下
」
か
ら
の
引
用
と
判
断
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ

図４

高山本『増鏡』

第三冊題字
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（
八
）

に
続
い
て
「
後
世
継
」
と
大
き
く
記
さ
れ
た
後
に
、
現
行
『
増
鏡
』
本
文
の
範
囲
を
超

え
た
系
図
が
描
か
れ
る
。

　
こ
の
系
図
に
付
記
・
挿
入
さ
れ
て
い
る
各
天
皇
の
諱
や
系
譜
記
事
は
『
増
鏡
』
か
ら
の

抜
き
書
き
と
言
え
る
内
容
に
と
ど
ま
り
、
特
に
珍
し
い
と
は
言
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
土

御
門
帝
に
つ
い
て
「
諱
為
仁
／
御
母 

能
圓
法
印
女 

内
大
臣
通
親
女
ト
ナ
ル
／
承
明
門
院

在
子
」
と
記
さ
れ
る
の
は
、『
増
鏡
』
の
「
い
ま
の
御
門
の
御
い
み
な
は
為
仁
と
申
き
。

御
母
は
能
圓
法
印
と
い
ふ
人
の
む
す
め
、（
中
略
）
後
に
は
、
内
大
臣
通
親
の
御
子
に
な

り
給
て
、
末
に
は
承
明
門
院
と
き
こ
ゆ
」（「
第
一
　
お
ど
ろ
の
下
」
二
五
四
頁
）
に
一
致

し
て
い
る
。
後
高
倉
院
に
「
三
の
宮
」
と
注
さ
れ
る
の
は
、『
増
鏡
』
の
誤
認
を
そ
の
ま

ま
に
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、右
の
系
図
の
「
二
条
帝
」
と
「
六
条
帝
」
は
『
増

鏡
』
に
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
後
白
河
帝
と
高
倉
帝

と
の
間
の
二
代
で
あ
る
の
で
、
系
図
作
成
上
ま
た
は
皇
位
継

承
史
形
成
上
は
必
要
か
も
し
れ
な
い
が
、『
増
鏡
』
に
付
さ

れ
た
補
注
の
内
容
と
し
て
は
相
応
し
い
と
は
言
え
な
い
。

　
し
か
し
、
も
う
一
ヶ
所
『
増
鏡
』
に
見
え
な
い
部
分
「
後

世
継
」
に
着
目
す
る
と
こ
の
二
代
の
意
味
が
や
や
分
明
に
な

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　「
後
世
継
」
は
書
名
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。「 

後高
倉

　皇
子

鳥
羽
院
」

の
上
部
に
位
置
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
後
鳥
羽
院
と
そ

の
経
歴
と
の
関
係
は
見
い
だ
せ
な
い
。
お
そ
ら
く
、「
後
世

継
」
は
「
後高

倉

　皇
子

鳥
羽
院
」
の
次
の
行
で
あ
る
と
判
断
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。「
世
継
」
は
系
図
や
系
譜
を
意
味
す
る
の
で

）
38
（

、
以

下
に
後
白
河
か
ら
土
御
門
ま
で
の
系
図
を
記
す
意
図
を
明
示

す
る
た
め
に
「（
後
）世
継
」と
大
書
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
後
」

と
は
、
一
貫
し
た
大
き
な
「
世
継
」
の
後
の
部
分
に
該
当
す

る
と
い
う
意
味
、
世
継
三
書
な
ど
で
既
述
さ
れ
た
世
継
の
続
編
の
意
味
な
ど
が
想
定
で
き

る
け
れ
ど
も
、
明
ら
か
で
な
い
。

　
な
お
、「
後
世
継
」
を
こ
の
作
品
の
題
名
と
見
な
し
て
、
外
題
に
書
か
れ
た
「
弥
世
継
」

と
い
う
書
名
は
こ
の
「
後
」
を
「
弥
」
と
読
み
誤
っ
た
も
の
と
す
る
見
解
が
あ
る
が

）
39
（

、
こ

こ
の
「
後
世
継
」
を
題
名
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
の
「
世
継
」
は
書
名
で
は
な
く
、
系
図
・
系
譜
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
系
図
を
基
軸

に
し
て
形
成
さ
れ
た
物
語
作
品
を
「
世
継
（
の
）
物
語
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
不
自
然
で
は
な

い
。そ
の
意
味
で
、『
増
鏡
』に
も
世
継
の
物
語
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。高
山
本
の
貼
紙
は
、

『
増
鏡
』の
世
継
的
性
格
が
認
定
さ
れ
た
結
果
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、近
世
に
、『
増

鏡
』
が
「
弥
世
継
」
と
見
な
さ
れ
た
可
能
性
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

図５　高山本『増鏡（弥世継）』貼紙

二
條
帝

高
倉
帝 

六
条
帝

安
徳
帝

後
高
倉
院

後
鳥
羽
帝

土
御
門
帝

後
白
川
帝
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九
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六
　『
弥
世
継
』
の
多
様
性

　
散
佚
『
弥
世
継
』
の
実
体
に
つ
い
て
は
、
推
定
で
き
る
材
料
が
乏
し
い
た
め
、
確
定
で

き
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
名
称
が
固
有
名
詞
と
は
言
い
切
れ
な
い
た
め
、
必
ず
し
も

一
義
的
に
捉
え
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。同
名
異
書
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
し
か
し
、『
本
朝
書
籍
目
録
』
の
記
載
な
ど
に
基
づ
き
、
中
世
頃
に
は
、
歴
史
物
語
と

し
て
の
『
弥
世
継
』
二
巻
が
確
実
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、『
栄
花

物
語
』『
大
鏡
』『
今
鏡
』
の
世
継
三
作
に
倣
っ
た
、
第
四
の
世
継
物
語
と
し
て
成
立
し
た
と

予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
詳
細
な
王
朝
的
な
正
当
歴
史
物
語
が
中
世
新
時
代

の
簡
約
な
教
育
的
歴
史
物
語
へ
の
移
行
す
る
過
程
を
体
現
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
、
歴
史

物
語
史
解
明
の
た
め
に
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
が
、
実
体
が
確
認
で
き

な
い
。

　
百
年
以
上
を
隔
て
て
成
立
し
た
『
増
鏡
』
は
、
作
品
世
界
の
統
一
性
と
王
朝
的
伝
統
の

確
保
の
た
め
に
、
当
時
存
在
し
て
い
た
多
彩
な
歴
史
物
語
諸
作
品
の
系
譜
を
再
編
成
し
、

一
直
線
状
・
直
列
型
の
鏡
物
系
歴
史
物
語
系
列
を
創
造
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
段
階
で

『
弥
世
継
』
は
、『
今
鏡
』
と
『
増
鏡
』
の
間
を
補
塡
す
る
作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
正

統
歴
史
物
語
の
加
え
ら
れ
た
が
、
同
時
に
間
隙
を
埋
め
る
だ
け
の
小
品
と
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
こ
の
認
識
は
現
在
に
継
続
し
て
い
る
。

　
近
世
の
『
弥
世
継
』
は
、
二
様
に
享
受
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
第
一
に
、『
増
鏡
』
に

築
か
れ
た
正
統
歴
史
物
語
系
列
を
墨
守
す
る
享
受
方
法
が
見
い
だ
せ
る
。
こ
れ
は
仮
名
文

に
よ
る
日
本
通
史
の
外
観
的
完
備
に
最
大
の
価
値
を
認
め
る
も
の
で
、
十
語
五
草
に
典
型

的
に
現
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
標
題
の
み
の
『
弥
世
継
』
が
誕
生
し
た
理
由
が
潜
在
す
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
弥
世
継
』
は
尊
重
さ
れ
る
一
方
で
、
内
実
が
顧
み
ら
れ

る
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
い
つ
し
か
事
実
上
散
佚
し
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　
近
世
に
は
、『
増
鏡
』
の
構
想
を
受
入
れ
た
上
で
『
弥
世
継
』
の
内
容
を
享
受
し
よ
う

と
す
る
流
れ
も
生
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
女
性
が
日
本
通
史
の
知
識
を
平

易
に
習
得
す
る
の
に
最
も
適
し
た
の
が
歴
史
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
で
あ
ろ

う
。し
た
が
っ
て
、『
弥
世
継
』が
散
佚
す
る
と
、そ
の
内
容
を
補
う
た
め
に
『
月
の
ゆ
く
へ
』

が
著
作
さ
れ
る
必
要
性
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
、
本
稿
で
考
察
し
た
『
弥
世
継
』
の
実
態
と
そ
の
享
受
の
過
程
で
あ
る
。
半
ば

以
上
は
推
定
の
域
に
と
ど
ま
る
が
、
歴
史
物
語
全
史
の
展
開
と
は
整
合
し
、
歴
史
物
語
や

世
継
の
探
究
に
あ
る
程
度
は
寄
与
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
注

（
1
）
拙
稿
「
歴
史
物
語
の
範
囲
と
系
列
」（『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
十
七
巻

第
一
・
二
号
、
平
成
五
年
十
二
月
、
平
成
六
年
三
月
）。

（
2
）
拙
稿
「
歴
史
物
語
の
語
り
手
設
定
の
継
承
と
展
開
」（
島
根
大
学
『
社
会
福
祉
論

集
』
第
三
号
、
平
成
二
十
二
年
三
月
）
な
ど
参
照
。

（
3
）
芳
賀
矢
一
「
歴
史
物
語
」（『
芳
賀
矢
一
遺
著
』
昭
和
三
年
、
冨
山
房
刊
。
一
・
二

頁
）、
沼
澤
龍
雄
「
歴
史
物
語
の
本
質
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
四
巻
第
四
号
、
昭

和
二
年
四
月
）、
同
「
歴
史
物
語
」（『
日
本
文
学
大
辞
典
』
第
七
巻
、
昭
和
九
年
、

新
潮
社
刊
）、
同
「
歴
史
物
語
の
研
究
」（『
日
本
文
学
講
座
』
第
三
巻
、
昭
和
九

年
、
改
造
社
刊
）、
岡
一
男
「
歴
史
物
語
」（『
日
本
文
学
講
座
』
第
二
巻
「
古
代
の

文
学 

後
期
」、
昭
和
二
十
五
年
、
河
出
書
房
刊
）、
同
「
歴
史
物
語
」（『
講
座
日
本

文
学
』
第
四
巻
「
中
古
編
Ⅱ
」、
昭
和
四
十
三
年
、
三
省
堂
刊
。
岡
の
二
編
は
同

著
『
古
典
逍
遙
―
文
芸
学
試
論
―
』〈
昭
和
四
十
六
年
、
笠
間
書
院
刊
〉
に
再
録
）、

石
川
徹
「
歴
史
物
語
の
発
展
と
そ
の
史
的
地
位
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第

十
五
巻
第
五
号
、
昭
和
二
十
五
年
五
月
。
同
著
『
平
安
時
代
物
語
文
学
論
』〈
昭
和

五
十
四
年
、
笠
間
書
院
刊
〉
に
再
録
）、
松
村
博
司
著
『
歴
史
物
語 

改
訂
版
』（
昭

和
五
十
四
年
、
塙
書
房
刊
）、
河
北
騰
「
歴
史
物
語
研
究
史
」（
歴
史
物
語
講
座
第

一
巻
『
総
論
編
』
平
成
十
年
、
風
間
書
房
刊
）、
竹
鼻
績
「
歴
史
物
語
」（『
日
本
古

典
文
学
大
事
典
』
平
成
十
年
、
明
治
書
院
刊
）
な
ど
。

（
4
）
拙
稿
「『
秋
津
島
物
語
』
の
輪
郭
―
「
歴
史
物
語
の
範
囲
と
系
列
」
補
説
―
」（『
国

語
教
育
論
叢
』
第
四
号
、
平
成
六
年
二
月
）
参
照
。

（
5
）
同
じ
理
由
で
、
純
正
歴
史
物
語
と
言
う
べ
き
本
質
を
も
つ
『
六
代
勝
事
記
』『
五
代

帝
王
物
語
』『
保
暦
間
記
』『
梅
松
論
』『
神
明
鏡
』
な
ど
は
正
統
な
も
の
と
扱
わ
れ
る

こ
と
は
な
い
。『
秋
津
島
物
語
』
か
ら
『
増
鏡
』
へ
と
続
く
日
本
通
史
の
一
系
列

に
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
松
村
博
司
「
歴
史
物
語
」（『
日
本
古
典
文

学
大
辞
典
』
第
六
巻
、
昭
和
六
十
年
、
岩
波
書
店
刊
）
に
は
、『
五
代
帝
王
物
語
』

『
六
代
勝
事
記
』『
梅
松
論
』
な
ど
に
「
歴
史
物
語
的
な
一
面
」
を
認
め
な
が
ら
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（
一
〇
）

も
、
そ
れ
ら
よ
り
も
『
秋
津
島
物
語
』『
月
の
ゆ
く
へ
』『
池
の
藻
屑
』
が
優
先
さ
れ

て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
6
）
福
長
進
著
『
歴
史
物
語
の
創
造
』（
平
成
二
十
三
年
、
笠
間
書
院
刊
）
七
・
八
頁
。

（
7
）
拙
稿
「
中
世
に
お
け
る
歴
史
叙
述
と
通
史
教
育
」（『
日
本
文
学
』
第
四
十
六
巻
第

七
号
、
平
成
九
年
七
月
）
な
ど
参
照
。

（
8
）『
増
鏡
』
本
文
の
引
用
は
、
時
枝
誠
記
・
木
藤
才
蔵
校
注
「
増
鏡
」（『
神
皇
正
統

記
・
増
鏡
』
日
本
古
典
文
学
大
系
87
、
昭
和
四
十
年
、
岩
波
書
店
刊
）
に
よ
る
。

（
9
）
た
と
え
ば
、
松
村
博
司
「
歴
史
物
語
」（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
六
巻
、
昭

和
六
十
年
、
岩
波
書
店
刊
）
に
は
、
歴
史
物
語
の
主
要
作
品
と
し
て
「『
栄
花
物

語
』『
大
鏡
』『
水
鏡
』『
今
鏡
』『
増
鏡
』
な
ど
が
あ
り
、（
中
略
）
以
上
の
五
作
品
が
、

平
安
朝
の
物
語
の
形
式
を
基
本
と
し
て
書
か
れ
、
歴
史
物
語
の
主
流
と
な
る
も
の

で
あ
る
が
、こ
の
ほ
か
に
、『
秋
津
島
物
語
』（
作
者
未
詳
。
建
保
六
年
（
一
二
一
八
）

自
序
）、『
月
の
行
衛
』『
池
の
藻
屑
』（
以
上
二
書
は
、
江
戸
時
代
、
荒
木
田
麗
女
の

作
）
な
ど
が
あ
り
、
以
上
の
す
べ
て
の
作
品
を
合
せ
る
と
、
次
の
よ
う
に
神
代
か

ら
江
戸
時
代
の
初
め
ま
で
、
帝
王
の
系
譜
に
従
っ
た
和
文
の
歴
史
が
で
き
あ
が

る
。
／
『
秋
津
島
物
語
』（
神
代
）
↓
『
水
鏡
』（
神
武
―
仁
明
）
↓
『
大
鏡
』（
文
徳

―
後
一
条
）
↓
『
栄
花
物
語
』（
宇
多
―
堀
河
）
↓
『
今
鏡
』（
後
一
条
―
高
倉
）
↓

『
弥
世
継
』（
散
逸
。『
月
の
行
衛
』
が
補
う
。
高
倉
・
安
徳
）
↓
『
増
鏡
』（
後
鳥

羽
―
後
醍
醐
）
↓
『
池
の
藻
屑
』（
後
醍
醐
―
後
陽
成
）。」
と
ま
ず
八
作
品
が
代
表

作
と
し
て
示
さ
れ
て
、
そ
の
次
に
付
加
的
に
『
五
代
帝
王
物
語
』『
六
代
勝
事
記
』

『
梅
松
論
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）
拙
稿
「『
月
の
ゆ
く
へ
』
の
輪
郭
―
枠
物
語
形
式
の
継
承
と
変
容
―
」（『
島
大
国

文
』
第
三
十
三
号
、
平
成
二
十
三
年
三
月
）
参
照
。

（
11
）
岩
橋
小
弥
太
「
世
継
考
」（
同
著
『
上
代
史
籍
の
研
究 

第
二
集
』
昭
和
三
十
三
年
、

吉
川
弘
文
館
刊
）。

（
12
）『
今
鏡
』
本
文
の
引
用
は
、
竹
鼻
績
著
『
今
鏡
（
上
）』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
昭
和

五
十
九
年
、
講
談
社
刊
）
に
よ
る
。

（
13
）
加
納
重
文
「
歴
史
物
語
の
性
格
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
十
四
巻
第
三
号
、

平
成
元
年
三
月
。
同
著
『
歴
史
物
語
の
思
想
』〈
平
成
四
年
、
京
都
女
子
大
学
刊
〉

に
再
録
）。

（
14
）
石
川
徹
「
歴
史
物
語
の
発
展
と
そ
の
史
的
地
位
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第

十
五
巻
第
五
号
、
昭
和
二
十
五
年
五
月
。
同
著
『
平
安
時
代
物
語
文
学
論
』〈
昭
和

五
十
四
年
、
笠
間
書
院
刊
〉
に
再
録
）、
岩
橋
小
弥
太
前
掲
論
文
（
11
）
な
ど
。

（
15
）
和
田
英
松
著
『
本
朝
書
籍
目
録
考
証
』（
昭
和
十
一
年
、
明
治
書
院
刊
）、
六
一
二

頁
。
な
お
、
和
田
は
「
こ
の
書
は
今
は
伝
は
ら
ね
ど
、
大
鏡
、
今
鏡
な
ど
に
な
ら

ひ
て
、
序
文
を
そ
へ
、
今
鏡
、
増
鏡
の
如
く
、
篇
名
を
附
し
た
る
も
の
な
る
べ

く
」
と
純
粋
な
鏡
物
と
見
な
し
て
い
る
（
同
頁
）。

（
16
）
拙
稿
「『
増
鏡
』
と
隠
岐
」（『
山
陰
地
域
研
究
（
伝
統
文
化
）』
第
八
号
、
平
成
四

年
三
月
）
な
ど
参
照
。

（
17
）
拙
稿
「
歴
史
物
語
の
系
譜
と
『
増
鏡
』
―
継
承
性
と
自
律
性
の
観
点
か
ら
―
」

（『
島
大
国
文
』
第
二
十
号
、
平
成
三
年
十
二
月
）
参
照
。

（
18
）　（
4
）
に
同
じ
。

（
19
）　（
16
）
に
同
じ
。

（
20
）
国
文
学
研
究
資
料
館
の
「
和
古
書
目
録
デ
ー
タ
」
に
は
、『
今
鏡
』
の
写
刊
本

六
十
八
点
が
収
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
四
十
五
点
の
書
名
が
「
続
世
継
」
で
あ

る
。
同
館
の
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
」
の
『
今
鏡
』「
国
書
所
在
」
欄
に
掲
載
さ

れ
る
四
十
点
程
度
の
写
本
の
過
半
数
が
「
続
世
継
（
し
よ
く
よ
つ
ぎ
）」
の
標
題

を
も
つ
。

（
21
）
弓
削
繁
校
注
『
六
代
勝
事
記
・
五
代
帝
王
物
語
』（
中
世
の
文
学
、
平
成
十
二
年
、

三
弥
井
書
店
刊
。
一
〇
一
頁
）。

（
22
）　『
増
鏡
』
に
は
わ
ず
か
に
世
継
と
呼
ば
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
例
外
的
な
現
象

で
あ
っ
て
、
他
の
三
作
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
。

（
23
）
前
掲
拙
稿
（
2
）。

（
24
）　（
2
）
に
同
じ
。

（
25
）
前
掲
拙
稿
（
7
）
参
照
。

（
26
）
山
口
康
助
「
今
鏡
作
者
攷
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
二
十
九
巻
第
六
号
、
昭
和

二
十
七
年
六
月
）、
太
田
晶
二
郎
「『
桑
華
書
志
』
所
載
『
古
蹟
歌
書
目
録
』
―

『
今
鏡
』
著
者
問
題
の
一
徴
証
な
ど
―
」（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
第
十
二
巻
第
三

号
、
昭
和
二
十
九
年
十
一
月
、『
太
田
晶
二
郎
著
作
集 

第
二
冊
』〈
平
成
三
年
、
吉
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（
一
一
）

川
弘
文
館
刊
〉
に
再
録
）、
加
納
重
文
著
『
歴
史
物
語
の
思
想
』（
前
掲
）
な
ど
参

照
。
海
野
泰
男
「
今
鏡
研
究
の
動
向
」（『
今
鏡
』
歴
史
物
語
講
座
第
四
巻
、
平
成

九
年
風
間
書
房
刊
）
で
は
、
ほ
ぼ
寂
超
説
が
定
説
に
な
っ
た
と
言
明
さ
れ
る
。

（
27
）
五
味
文
彦
「
歴
史
物
語
へ
の
志
向
」（
山
中
裕
編
『
王
朝
歴
史
物
語
の
世
界
』
平
成

三
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
）
に
は
、『
今
鏡
』
の
為
経
作
者
説
を
起
点
に
、『
栄
花
物

語
』
続
編
を
兄
の
為
業
が
、『
大
鏡
』
を
父
為
忠
が
著
作
し
た
と
い
う
推
論
が
展

開
さ
れ
、『
弥
世
継
』
作
者
の
隆
信
を
含
ん
だ
「
歴
史
物
語
の
家
」
の
形
成
に
ま

で
論
が
及
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
隆
信
が
著
者
で

あ
っ
た
可
能
性
も
無
視
で
き
な
い
が
、
現
段
階
で
は
、『
弥
世
継
』
を
隆
信
が
著

し
た
こ
と
を
前
提
に
論
を
進
め
る
に
は
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。『
増
鏡
』
序
文
の

作
為
性
・
虚
構
性
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
隆
信
作
者
説
も
疑
わ
し
い
と
言
え
よ

う
。

（
28
）　『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
10
、
昭
和
五
十
年
、
吉
川
弘
文
館
刊
。
一
三
一
頁
。

（
29
）　「
弥
世
継
」
に
つ
い
て
の
「
割
注
」
と
「
増
鏡
」
の
二
文
字
が
脱
落
し
た
も
の
と

予
想
す
る
の
で
あ
る
。

（
30
）　『
秋
斎
間
語
』
巻
之
四
。『
日
本
随
筆
全
集
』
第
十
四
巻
、
昭
和
三
年
、
国
民
図

書
刊
。
六
二
頁
。

（
31
）　「
是
十
語
五
草
と
て
嫁
入
の
具
な
り
集し

ゆ

棚だ
な

に
か
ざ
る
な
り
」（
多
田
義
俊
「
秋
斎
間

語
」
巻
之
四
（
前
掲
）。
六
二
頁
）。

（
32
）　『
月
の
ゆ
く
へ
』
の
本
文
の
引
用
は
、
野
村
宗
朔
「
月
の
ゆ
く
へ
」（『
校
註
日
本

文
学
大
系
』
第
十
三
巻
、
大
正
十
五
年
、
国
民
図
書
刊
）
に
よ
る
。

（
33
）
ま
た
、
淡
海
野
公
台
（
野
村
東
皐
）
撰
の
「
荒
木
田
氏
月
之
由
久
閉
序
」（
安
永
八

年
〈
一
七
七
九
〉）
に
は
「
其ノ

書
始リ
二

于
仁
安ニ
一

終リ
二

于
元
暦ニ
一

、
記ス

ル
二

高
倉
安
徳
二

帝ノ

時
事ヲ
一

也
。
蓋シ

諸
鏡
諸
語
、
今
世
具ニ

存ス

。
而レ

ド
モ

独リ

二
帝ノ

紀
伝ノ

ミ

散
逸シ

テ

不
レ

見エ

」（
前
掲

書
〈
32
〉、
二
頁
）
と
あ
り
、
高
倉
・
安
徳
二
帝
を
収
め
る
歴
史
物
語
の
散
逸
が

嘆
か
れ
て
い
る
。

（
34
）　（
10
）
に
同
じ
。

（
35
）
所
蔵
者
整
理
番
号
「
物
語
部
五
四
号
」（
荏
野
文
庫
旧
蔵
）。 

本
文
の
書
写
年
代
は

江
戸
期
と
思
わ
れ
る
が
、
書
入
・
貼
紙
・
表
紙
に
つ
い
て
は
不
明
。

（
36
）
国
文
学
研
究
資
料
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
」
に
は
、
藤
原

隆
信
作
の
歴
史
物
語
と
し
て
「
弥
世
継
（
い
や
よ
つ
ぎ
）」
が
掲
載
さ
れ
る
が
、

「
国
書
所
在
」
に
該
当
が
な
く
、
散
佚
作
品
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
同

「
マ
イ
ク
ロ
／
デ
ジ
タ
ル
資
料
和
古
書
所
蔵
目
録
」
に
は
「
記
載
書
名
」
に
「
弥

世
継
」
と
あ
る
一
本
が
検
索
で
き
（
高
山
郷
土
館
所
蔵
の
一
本
）、
正
式
な
「
統

一
書
名
」
が
「
増
鏡
」
で
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

（
37
）
岡
一
男
「
歴
史
物
語
」（『
日
本
文
学
講
座
』
第
二
巻
「
古
代
の
文
学 

後
期
」、
昭

和
二
十
五
年
、
河
出
書
房
刊
。
同
著
『
古
典
逍
遙
―
文
芸
学
試
論
―
』〈
昭
和

四
十
六
年
、
笠
間
書
院
刊
〉
再
録
）
な
ど
参
照
。

（
38
）
折
口
信
夫
著
『
日
本
文
学
啓
蒙
』（
昭
和
二
十
五
年
、
朝
日
新
聞
社
刊
。
全
集
第

十
二
巻
・
二
五
五
頁
）
な
ど
参
照
。

（
39
）
国
文
学
資
料
館
・
日
本
古
典
資
料
調
査
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
「
文
献
資
料
カ
ー
ド
」

の
補
記
に
記
さ
れ
る
。

※
本
研
究
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
基
幹
研
究
「
王
朝
文
学
の
流
布
と
継
承
」（
二
〇
〇
六

〜
二
〇
一
〇
年
度
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
り
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（23520224

基
盤
研
究
C
「
歴
史
物
語
の
享
受
と
継
承
の
研
究
―
古
代
・
中
世
・
近
世
歴
史
物
語
全
作

品
の
文
学
史
的
再
編
成
」）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。




